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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前縁を掃き込み縁とした塵受け板、この塵受け板の両側縁から立ち上がる左右の側面板
、上記塵受け板の後縁から立ち上がるとともに上記左右の側面板の後縁とつながる底面板
、および、上記底面板と上記左右の側面板の各上部とつながり、上記塵受け板と対向して
位置する上面板を備え、上記塵受け板の掃き込み縁、ないし上記側面板と上記上面板の各
前縁が開口を規定する箱状本体と、
　上記左右の側面板における上記本体の重心よりも前方側の部位に対し、左右方向に延び
る軸心を中心として回動可能に連結された支持体と、を備えたちり取りにおいて、
　上記支持体の回動範囲を、上記塵受け板に対して所定の角度で起立する第１の回動位置
と、上記塵受け板にほぼ沿う第２の回動位置間に規制する規制手段と、
　上記支持体を上記第１の回動位置において所定の保持力をもって保持する保持手段と、
を備えており、
　上記規制手段は、上記本体の上記側面板に固定的に形成したストッパ部が有する第１の
規制片が上記支持体の一部に当接することにより上記第１の回動位置が規制され、上記ス
トッパ部が有する第２の規制片が上記支持体の他の一部に当接することにより上記第２の
回動位置が規制されるように構成され、
　上記保持手段は、上記支持体が上記第１の回動位置をとるとき、上記支持体に固定的に
形成した係止部が上記第１の規制片の適部に弾性係合するように構成されていることを特
徴とする、ちり取り。
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【請求項２】
　上記支持体は、一端が上記本体の左右の上記側面板に回動可能に連結された左右のアー
ム部と、この左右のアーム部の他端間をつなぐ横杆部と、この横杆部に連結された柄棒と
を備えて構成されている、請求項１に記載のちり取り。
【請求項３】
　上記支持体の上記左右のアーム部に対し、蓋部材が回動可能に支持されており、この蓋
部材は、上記支持体が上記第２の回動位置をとるとき、上記本体の上記開口を閉鎖し、上
記支持体が上記第１の回動位置をとるとき、上記本体の上記開口を開放する、請求項２に
記載のちり取り。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床面などのちりやほこりなどをほうきなどを用いて掃き込んで処理するため
のちり取りに関する。
【背景技術】
【０００２】
　このようなちり取りとしては、たとえば特許文献１や特許文献２に記載されているよう
に、柄を兼ねた支持部材に対して本体が回動可能に支持され、本体に対する支持部材の回
動に伴い、支持部材に連結された蓋部材が開閉するものが知られている。
【０００３】
　図７および図８に、このような従来のちり取りＸを示す。図７は、蓋部材を開いた状態
を示し、図８は蓋部材を閉じた状態を示している。
【０００４】
　このちり取りＸは、前方が開口する箱状の本体９１０と、本体９１０に対して回動可能
に連結された支持体９２０と、支持体９２０に連結され、開口を覆うための蓋部材９３０
とを備えて構成されている。本体９１０は、塵受け板９１１と、この塵受け板９１１の両
側縁から立ち上がる左右の側面板９１２と、塵受け板９１１の後縁から立ち上がるととも
に左右の側面板９１２の後縁とつながる底面板９１４と、底面板９１４と左右の側面板９
１２の各上部とつながり、塵受け板９１１と対向して位置する上面板９１５とを備えてい
る。支持体９２０は、左右の側面板９１２に軸９６０を中心として回動可能に連結されて
いる。この軸９６０は通常、本体９１０の重心よりも前方に位置する。蓋部材９３０は、
支持体９２０に対し、軸を中心として回動可能に連結されている。本体９１０の両側面板
９１２にはまた、支持体９２０の回動範囲を規制するためのストッパ９４０が設けられて
いる。
【０００５】
　このちり取りＸは、図７に示すように、塵受け板９１１が水平方向となるように本体９
１０を寝かせて床に置き、支持体９２０を塵受け板９１１に対して所定の角度傾けて起立
させた状態とすることにより、本体９１０の前部開口を開放し、床にある塵を掃き込み縁
９１１ａから本体９１０内に掃き入れることができる。一方、図８に示すように、支持体
９２０を持ち上げると、塵受け板９１１が垂直方向を向くように重力によって自動的に本
体９１０が回動するとともに、蓋部材９３０が本体９１０の前部開口を閉鎖する。これに
より、掃き入れられた塵等が不用意にこぼれ出るといったことなく、本体９１０内に収容
される。また、このように底面板９１４が下を向くようにして本体９１０を床に置くこと
ができるが、この状態においてストッパ９４０が支持体９２０の適部に当接するため、支
持体９２０が図８の右方に倒れることを防止することができる。
【０００６】
　ところで、このようなちり取りＸは、塵を掃き入れたあとに支持体９２０を持ち上げる
と、上記したように重力によって自動的に本体９１０が起立回動し、蓋部材９３０が閉じ
てしまう。このため、本体９１０に掃き入れられた塵をゴミ箱等に移す際には、作業者は
支持体９２０を持ち上げる手とは別の手で本体９１０をその後部を持ち上げるように回動



(3) JP 5006012 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

させて蓋部材９３０を後退させ、本体９１０の前部開口を開けなくてはならなかった。し
たがって、このちり取りＸを用いて清掃作業を行う場合、塵をゴミ箱等に移す際に両手を
使う必要があった。
【０００７】
【特許文献１】特許第２６７６３２３号公報
【特許文献２】特許第２６７６３２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は上記の事情のもとで考え出されたものであって、掃き入れられた塵を片手で容
易にゴミ箱等に移すことが可能なちり取りの提供を課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するため、本発明では、次の技術的手段を採用した。
【００１０】
　本発明に係るちり取りは、前縁を掃き込み縁とした塵受け板、この塵受け板の両側縁か
ら立ち上がる左右の側面板、上記塵受け板の後縁から立ち上がるとともに上記左右の側面
板の後縁とつながる底面板、および、上記底面板と上記左右の側面板の各上部とつながり
、上記塵受け板と対向して位置する上面板を備え、上記塵受け板の掃き込み縁、ないし上
記側面板と上記上面板の各前縁が開口を規定する箱状本体と、上記左右の側面板における
上記本体の重心よりも前方側の部位に対し、左右方向に延びる軸心を中心として回動可能
に連結された支持体と、を備えたちり取りにおいて、上記支持体の回動範囲を、上記塵受
け板に対して所定の角度で起立する第１の回動位置と、上記塵受け板にほぼ沿う第２の回
動位置間に規制する規制手段と、上記支持体を上記第１の回動位置において所定の保持力
をもって保持する保持手段と、を備えており、上記規制手段は、上記本体の上記側面板に
固定的に形成したストッパ部が有する第１の規制片が上記支持体の一部に当接することに
より上記第１の回動位置が規制され、上記ストッパ部が有する第２の規制片が上記支持体
の他の一部に当接することにより上記第２の回動位置が規制されるように構成され、上記
保持手段は、上記支持体が上記第１の回動位置をとるとき、上記支持体に固定的に形成し
た係止部が上記第１の規制片の適部に弾性係合するように構成されていることを特徴とす
る。
【００１１】
　このような構成によれば、上記支持体を、上記第１の回動位置において一時的に保持す
ることができる。このことは、塵の掃き入れ操作後に支持体を持ち上げても、本体をその
塵受け板が略水平な状態に保持することができることを意味する。したがって、塵の掃き
入れ操作後すぐに塵をゴミ箱等に移しかえる場合には、支持体を第１の回動位置において
保持することにより、本体内に掃き入れた塵を容易にゴミ箱等に移しかえることができる
。
【００１３】
　好ましい実施の形態においては、上記支持体は、一端が上記本体の左右の上記側面板に
回動可能に連結された左右のアーム部と、この左右のアーム部の他端間をつなぐ横杆部と
、この横杆部に連結された柄棒とを備えて構成されている
【００１４】
　好ましい実施の形態においては、上記支持体の上記左右のアーム部に対し、蓋部材が回
動可能に支持されており、この蓋部材は、上記支持体が上記第２の回動位置をとるとき、
上記本体の上記開口を閉鎖し、上記支持体が上記第１の回動位置をとるとき、上記本体の
上記開口を開放する。
【００１７】
　本発明のその他の特徴および利点は、図面を参照して以下に行う詳細な説明から、より
明らかとなろう。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１～６に、本発明に係るちり取りＡの一実施形態を示す。このちり取りＡは、一方に
開口する箱状の本体１０と、この本体１０に回動可能に取り付けられた支持体２０と、支
持体２０に回動可能なように取り付けられた蓋部材３０とを備えている。さらに、ちり取
りＡは、支持体２０の回動を規制するためのストッパ部４０と、支持体２０を所定の回動
位置で保持させるための保持手段４０Ａを有している。支持体２０は、図１に示すように
本体１０の前後方向軸に対して起立する第１の回動位置から、図２に示すように本体１０
の前後方向軸にほぼ沿い、蓋部材３０が本体１０の開口を覆う第２の回動位置までの範囲
内を回動することができる。図３は、図１のIII-III線に沿う断面図であり、図４は図３
のIV-IV線に沿う断面図である。図５は、支持体２０の端部に形成される樹脂カバー５０
の斜視図である。図６は、ちり取りＡの使用例を示す斜視図である。
【００１９】
　本体１０は、前縁を掃き込み縁１１ａとした塵受け板１１と、塵受け板１１の両側縁か
ら立ち上がる左右の側面板１２，１３と、塵受け板１１および側面板１２，１３の後縁に
つながる底面板１４と、塵受け板１１と対向する上面板１５とで構成されている。さらに
、側面板１２，１３のそれぞれにおける本体１０の重心位置より前方寄りの所定の部位に
ストッパ部４０（図３、図４参照）が形成されている。
【００２０】
　支持体２０は、一端が側面板１２，１３の各ストッパ部４０において、本体１０の左右
方向の軸６１ａを中心として一端部が回動可能に連結されたアーム部２１と、両アーム部
２１の他端どうしをつなぐ横杆部２２と、この横杆部２２に連結された柄棒２３とを備え
て構成されている。横杆部２２と柄棒２３の一端とは連結部材２４によって連結されてお
り、柄棒２３のもう一方の端にはグリップ２５が設けられている。アーム部２１の下端に
は図５に示すような樹脂カバー５０が取り付けられている。より具体的には、図３に示す
ように、側面板１２から膨出するストッパ部４０と、支持体２０のアーム部２１の一端と
、樹脂カバー５０とは、上記軸６１ａを形成するリベット６１をカシメることで連結され
ている。これにより、支持体２０は、リベット６１を中心として回動可能となる。また、
図３および図４によく表れているように、アーム部２１の一端には側面板１２へ向けて折
れ曲がる当接片２１ａが一体形成されている。
【００２１】
　蓋部材３０は、アーム部２１の上端付近に左右方向に延びるリベット６２によって連結
されており、リベット６２を回転軸として回動可能となっている。この蓋部材３０は、図
２に示すように支持体２０が第２の回動位置にあるとき、掃き込み縁１１ａと、側面板１
２，１３および上面板１５の前縁を覆い、本体１０の開口部分を封鎖することができる。
【００２２】
　ストッパ部４０は、図４に示すように、リベット６１を中心とした一定中心角の範囲の
略円弧状外周面４５と、この略円弧状外周面４５の両端からリベット６１を中心とした半
径方向に延びる規制片４１，４２とを備えている。これらの規制片４１，４２の内面４１
ａ，４２ａには、アーム部２１の先端の当接片２１ａが当接して、アーム部２１ないしは
支持体２０の回動範囲を規制する役割を果たす。すなわち、当接片２１ａが規制片４１の
内面４１ａに当接するとき、支持体２０の第１の回動位置を規定し、規制片４２の内面４
２ａに当接するとき、支持体２０の第２の回動位置を規定する。なお、第１の回動位置に
おいては、図１に示すように、支持体２０は、本体１０の塵受け板１１に対して斜め後方
に起立した状態となり、第２の回動位置においては、図２に示すように、支持体２０は、
本体１０の塵受け板１１に沿う方向に対してさらにその裏面側に５°傾く状態となるよう
にしてある。
【００２３】
　支持体２０の各アーム部２１の下端に取り付けられる樹脂カバー５０は、図３および図
５に示すように、アーム部２１に対してその外面から抱き込むようにして嵌合固定される
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凹状断面の基部５１と、この基部５１の下端に形成された突起部５２とを備えている。基
部５１には、上記したリベット６１を通すための穴５１ａが形成されている。突起部５２
にはまた、前後方向に延びるフックアーム５３，５４が一体形成されている。このフック
アーム５３，５４は、外力に対して弾性変形可能である。一方のフックアーム５３は、支
持体２０が第１の回動位置まで回動したとき、図４に示すように、ストッパ部４０に設け
た規制片４１の先端係止部４３に対して弾性係合し、これによって、支持体２０の第１の
回動位置が保持される。なお、支持体２０を逆方向（第２の回動位置に向う方向）に回動
させる所定以上の力が加わると、フックアーム５３と規制片４１との係合が解除され、支
持体２０は第１および第２の回動位置間の範囲で自由に回動しうるようになる。このよう
に、本実施形態では、上記フックアーム５３と上記規制片４１との弾性係合関係が、本願
発明における保持手段４０Ａを構成している。他方のフックアーム５４は、支持体２０が
第２の回動位置まで回動したとき、ストッパ部４０に設けた規制片４２の先端係止部４４
に対して弾性係合し、これによって、支持体２０の第２の回動位置が保持される。なお、
この場合も、支持体２０を逆方向（第１の回動位置に向う方向）に回動させる所定以上の
力が加わると、フックアーム５４と規制片４２との係合が解除され、支持体２０は第１お
よび第２の回動位置間の範囲で自由に回動しうるようになる。
【００２４】
　次に、上記の構成のちり取りＡの作用について説明を行う。
【００２５】
　このようなちり取りＡは、支持体２０を第１と第２の回動位置において保持可能であり
、このような保持状態は、支持体２０に所定以上の力を加えることにより解除することが
でき、支持体２０を再び自由に回動させうる。
【００２６】
　このちり取りＡによって塵の掃き入れ操作をする場合には、本体１０をその塵受け板１
１が床に接触するようにして倒し（図１参照）、ほうき等を使って掃き込み縁１１ａから
塵を掃き入れる。作業者は、このとき支持体２０のグリップ２５を握持しつつ上記のよう
な掃き入れ作業を行うが、支持体２０は、塵受け板１１に対して起立する適当な角度とし
ておけばよい。支持体２０が第１の回動位置と第２の回動位置の中間回動位置にある場合
には、自由に回動できるので、支持体２０を都合のよい角度姿勢としつつ掃き入れ作業を
行うことができる。
【００２７】
　支持体２０が回動自由な状態において、グリップ２５を持ち上げると、本体１０は重力
によって後部が下方を向く起立状態に回動し、図２に示すような起立状態となり、同時に
本体１０の開口は蓋部材３０によって封鎖される。このとき、支持体２０は、本体１０に
対して相対的に第２の回動位置に向って回動することとなる。第２の回動位置において支
持体２０を保持させたい場合には、本体１０もしくは支持体２０に第２の回動位置に向け
た所定以上の力を加え、上記したように、フックアーム５４を規制片４２に弾性係合させ
る。この状態においては、図２に示すように、本体１０が起立し、かつ、支持体２０もま
た本体１０の上方に延びる状態で保持されるのであり、そのままこのちり取りＡを適所に
保管しておくことができる。また、支持体２０を再び回動自由にするには、この支持体２
０に第１の回動位置方向への所定以上の力を加え、フックアーム５４と規制片４２との係
合状態を解除すればよいことは、上述したとおりである。
【００２８】
　また、図１に示すように、本体１０をその掃き込み板１１が床に接触するように倒し込
み、塵の掃き入れ操作をした状態において、支持体２０に第１の回動位置に向けて力を加
えると、フックアーム５３が規制片４１に弾性係合することにより、支持体２０の第１の
回動位置が保持される。この状態においては、支持体２０を持ち上げても、本体１０はそ
の掃き込み板１１が略水平となる姿勢を維持するため、本体１０内に掃き入れた塵をゴミ
箱７０に移す作業が片手で容易に行うことができる。また、支持体２０を再び回動自由に
するには、この支持体２０に第２の回動位置方向への所定以上の力を加え、フックアーム
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５３と規制片４１との係合状態を解除すればよいことは、上述したとおりである。
【００２９】
　本発明の範囲は上述した実施形態に限定されるものではなく、各請求項に記載した事項
の範囲内でのあらゆる変更は、すべて本発明の範囲に含まれる。たとえば、支持体を構成
する柄棒の長さや形状などは自由に変更可能である。また、蓋部材を設けない場合もある
。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明に係るちり取りの支持体が起立した状態を示す側面図である。
【図２】本発明に係るちり取りの蓋部材が閉鎖された状態を示す側面図である。
【図３】図１のIII-III線に沿う断面図である
【図４】図３のIV－IV線に沿う断面図である。
【図５】本発明に係る樹脂カバーの斜視図である。
【図６】図１のちり取りの使用例を示す斜視図である。
【図７】従来のちり取りの支持体が起立した状態を示す側面図である。
【図８】従来のちり取りの蓋部材が閉鎖された状態を示す側面図である。
【符号の説明】
【００３１】
Ａ　　　　　　　　　　　　　　　ちり取り
１０　　　　　　　　　　　　　　本体
１１　　　　　　　　　　　　　　塵受け板
１１ａ　　　　　　　　　　　　　掃き込み縁
１２，１３　　　　　　　　　　　側面板
１４　　　　　　　　　　　　　　底面板
１５　　　　　　　　　　　　　　上面板
２０　　　　　　　　　　　　　　支持体
２１　　　　　　　　　　　　　　アーム部
２１ａ　　　　　　　　　　　　　当接片
２２　　　　　　　　　　　　　　横杆部
２３　　　　　　　　　　　　　　柄棒
２４　　　　　　　　　　　　　　連結部
２５　　　　　　　　　　　　　　グリップ
３０　　　　　　　　　　　　　　蓋部材
４０　　　　　　　　　　　　　　ストッパ部
４０Ａ　　　　　　　　　　　　　保持手段
４１，４２　　　　　　　　　　　規制片
４３，４４　　　　　　　　　　　先端係止部
４５　　　　　　　　　　　　　　略円弧状外周面
５０　　　　　　　　　　　　　　樹脂カバー
５１　　　　　　　　　　　　　　基部
５２　　　　　　　　　　　　　　突起部
５３，５４　　　　　　　　　　　フックアーム
６１，６２　　　　　　　　　　　リベット
７０　　　　　　　　　　　　　　ゴミ箱
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